
別記様式第３号  

 

提出意見とそれに対する市の考え方 

案件名 矢板市公共施設再配置計画 

 

今回公表しました計画案に対する意見募集の結果は、次のとおりです。 

貴重なご意見ありがとうございました。 

提出された市民      １  人 

意見の件数      １  件 

 

お寄せいただいたご意見を十分検討した結果、それに対する市の考え方は、

次のとおりです。 

 

項 目 意見の内容 意見に対する考え方 

施設の再配置方

針 

 

借地に建っている施設に

ついては、統廃合を進め地主

に返すべきである。 

泉保育所 年間 110万円 

川崎・豊田・安沢小学校、矢

板中学校 年間計 281万円 

泉公民館 年間 122万円 

片岡公民館 年間 442万円 

片岡運動場 年間 636万円 

の賃借料が昭和５０年代頃

から支払われ続けている。 

また、廃校となった長井小

や日新小もいまだに借地と

なっており、早々に返還すべ

きである。 

 計画策定にあたり、借地要件

も十分考慮し、検討を進めて参

りましした。指摘のあった施設

に関しては、６施設が統合や廃

止の対象となり、借地料の削減

に努めます。 

 また、統合や廃止ができない

施設に関しても、施設の利用方

法を見直し、借地の返還を進

め、コストの削減を目指しま

す。 

第４章（１）イ、（５）イ、 

   （８）イ、（10）イ 

第５章 ２（１） 

 

意見総数          1 件  

 


